
寺

社

の

在

家

長

政

虫E

太

井

工

定

雄

藤

山
形
県
地
名
録
①
に
よ
る
と
村
山
に
一
一
二
、
最
上
に
一
、
庄
内
に
二
一
、
置
賜
は
一
六
一
の
在
家
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
が
、
伊
達
家
文

書
そ
の
他
に
よ
る
と
置
賜
に
は
造
に
沢
山
の
在
家
が
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
①
、

村
山
の
寺
社
文
書
に
数
多
く

の
在
家
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
酒
田
市
本
楯
の
大
物
忌
神
社
を
中
心
と
す
る
地
域
に
は
衆
徒
屋
敷
、
笛
吹
免
、
太
鼓
免
、

家

直
会
田
、
倉
稲
田
、
鳥
居
畑
、
表
物
思
、
正
月
油
田
、
寺
屋
敷
等
の
小
地
名
が
残
っ
て
お
り
、
鳥
海
山
の
登
山
に
当
る
蕨
岡
に
も
楽
団
、
供

在

物
田
、
御
幣
田
、
御
備
田
、
仏
供
田
、
神
子
免
等
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
が
、
是
等
は
神
社
経
営
に
関
係
し
て
い
た
在
家
百
姓
或
は
衆
徒

の

等
が
耕
作
し
て
い
た
田
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
神
社
に
残
る
慶
長
十
六
年
の
検
地
帳
@
に
よ
る
と
八
千
百
十
二
平
苅
、
七
十
二
石
三
一

社

斗
一
升
七
合
の
神
田
と
そ
こ
に
三
十
六
戸
の
屋
敷
が
あ
っ
て
三
十
八
人
の
神
人
が
居
住
し
て
い
た
。
学
頭
は
か
ぎ
取
免
と
呼
ば
れ
る
百
二

寺

十
苅
出
目
七
十
苅
の
団
地
を
所
持
し
て
い
た
が
、
九
束
刈
の
苗
代
も
所
持
し
て
い
た
か
ら
、
自
ら
も
農
耕
を
営
ん
で
い
た
神
人
で
あ
っ
た

27 

と
思
わ
れ
る
。
衆
徒
の
内
三
百
苅
に
出
目
二
百
苅
の
耕
地
を
所
持
す
る
南
之
坊
は
林
光
坊
と
呼
ば
れ
る
名
子
を
従
え
、
同
じ
苅
高
の
西
之
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坊
が
名
子
左
衛
門
太
郎
を
従
え
て
い
た
。
耕
地
が
広
い
の
で
名
子
を
従
え
、
そ
の
労
力
で
経
営
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
花
蔵
院
は
只
一

つ
の
院
号
を
名
乗
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
寺
で
あ
ろ
う
が
、
九
月
田
七
十
苅
を
所
持
し
て
い
た
。
九
月
の
例
祭
の
経
費
を
負
担
す
る
団
地

を
経
営
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
o

同
じ
九
月
田
五
十
苅
出
十
五
束
苅
を
所
持
す
る
下
居
堂
は
堂
守
が
居
て
農
耕
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
O 

一
院
・
一
堂
・
二
十
五
坊
と
承
仕
が
各
首
代
を
所
持
し
て
い
た
か
ら
何
れ
も
神
田
を
分
割
経
営
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

の
外
に
屋
敷
も
田
地
も
な
い
左
衛
門
三
郎
、
勘
解
由
左
衛
門
、
与
三
衛
門
な
る
者
が
見
え
る
。
寺
社
の
雑
用
に
服
し
て
い
た
水
呑
で
も
あ

る
か
と
思
わ
れ
る
。

耕
地
の
内
訳
を
見
る
と
仏
供
回
が
一
一
三
八
五
束
苅
で
、
油
田
二
七

O
束
苅
、
御
幣
田
一
五

O
苅
、
大
磐
若
免
二
五

O
苅
、
燈
明
田
六

O

苅
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
神
人
が
経
営
し
な
が
ら
神
事
仏
事
に
必
要
な
現
物
を
、
そ
の
面
積
に
従
っ
て
負
担
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た
ら
し
い
。

楽
団
と
呼
ば
れ
る
団
地
が
一
七
五
束
苅
る
る
が
、
楽
人
の
費
用
に
充
て
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
大
日
田
五

O
苅
、
白
山
田
一
七

O
束

苅
は
そ
れ
ぞ
れ
の
堂
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
湯
田
は
神
事
湯
立
に
関
連
し
て
い
た
田
地
で
あ
ろ
う
o

杉
沢
も
鳥
海
山
神
領
で
、
慶
長
十
六
年
に
は
千
七
百
八
十
三
束
苅
、
十
四
石
八
斗
七
合
の
団
地
が
あ
っ
た
@
o

」
の
内
百
七
束
苅
が
式

乗
坊
の
所
有
地
で
、
残
り
全
部
が
別
当
が
所
持
し
て
い
た
。
別
当
に
は
杉
本
坊
、
金
蔵
坊
、
佐
藤
左
衛
門
、
刑
部
左
衛
門
、
甚
兵
衛
、
林

泉
坊
と
い
う
名
の
名
子
が
あ
っ
た
。
明
屋
敷
が
こ
の
外
二
戸
分
あ
る
か
ら
帳
面
の
上
で
十
四
石
八
斗
七
合
の
田
地
は
実
際
に
は
相
当
広
い

田
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
名
子
の
者
が
耕
作
し
な
が
ら
神
事
も
営
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

式
乗
坊
所
有
地
は
仏
具
田
と
花
田
で
あ
っ
た
が
、
別
当
分
の
団
地
は
御
平
田
(
御
幣
田
)
仏
供
田
、
牛
王
国
、
燭
明
田
、
行
者
団
、
学

田
、
油
田
、
こ
れ
に
百
五
十
苅
の
五
月
田
、
二
十
苅
の
六
月
三
日
の
ま
つ
り
固
と
名
付
け
ら
れ
る
団
地
で
あ
っ
た
。
五
月
と
三
月
節
句
に



神
事
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

吹
浦
の
大
物
忌
神
社
所
蔵
の
「
両
所
山
仏
供
田
昌
検
地
帳
」
②
に
よ
る
と
西
養
坊
分
三
百
八
十
苅
、
出
五
十
苅
と
長
楽
坊
分
五
百
三
十

二
苅
、
出
百
四
十
苅
、
福
泉
坊
分
三
二
百
十
八
束
苅
、
出
四
十
苅
が
両
所
山
仏
供
田
と
記
入
し
て
あ
る
が
、
林
泉
坊
外
二
十
坊
の
者
に
は

田
地
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
二
二
七
六
苅
の
仏
供
田
は
是
等
の
神
人
が
分
割
経
営
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
学
頭
分
五
百
苅
、
出

六
十
苅
は
が
く
と
う
坊
分
右
馬
介
、
惣
太
良
右
衛
門
と
記
載
し
て
あ
る
の
は
学
頭
の
名
子
と
な
っ
て
い
た
者
で
あ
ろ
う
。
百
苅
は
二
良
左

衛
門
以
下
十
一
名
あ
っ
た
が
、
そ
の
合
計
団
地
二
二
五
束
苅
の
本
高
は
約
四
分
一
で
、
出
目
は
四
分
三
で
あ
っ
た
。
即
ち
孫
左
衛
門
分
五

十
苅
、
出
二
百
五
十
苅
の
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
人
分
も
こ
の
程
度
に
広
い
耕
地
で
あ
ろ
う
が
、
検
地
奉
行
の
進
藤
但

馬
が
加
減
し
た
も
の
と
見
え
三
分
一
位
し
か
追
加
が
さ
れ
て
い
な
い
。
神
領
が
実
際
の
面
積
よ
り
遥
に
広
い
も
の
で
二
倍
位
で
あ
っ
た
事

は
山
形
盆
地
の
平
塩
等
に
も
見
ら
れ
る
処
で
あ
る
か
ら
庄
内
の
場
合
も
同
じ
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

慈
覚
大
師
開
山
を
説
い
て
い
る
山
寺
立
石
寺
に
は
「
元
和
六
年
の
立
石
寺
所
領
田
帳
」
が
あ
る
が
@
、

こ
れ
に
よ
る
と

~ 

;?j'C 

荘
頭
分
、
石
堂
在
家

本
地
壱
貫
三
百
地
、
此
年
貢
本
銭
仁
百
七
拾
六
文

此
外
出
目
弐
百
地
、
此
銭
本
銭
六
拾
文

田
三
百
苅
、
此
米
ノ
銭
本
代
仁
百
四
拾
文

廿
四
文
代
ニ
〆
壱
貫
地
ニ
ス
ル
也

と
が
せ
在
家

本
地
計
壱
貫
七
百
地
本
銭
三
百
六
拾
壱
文

本
木
在
家

本
地
壱
貫
百
地

在の1土寺29 

本
銭
弐
百
州
弐
文
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一
斗
畠

本
地
士
官
賞
五
百
地

今
在
家

本
地
壱
貫
四
百
地
本
銭
八
拾
五
文

出
目
壱
貫
六
百
地
本
銭
凶
百
八
十
文

お
く
山
在
家

本

地

四

百

地

本

銭

八

拾

五

文

出
目
壱
貫
六
百
地
本
銭
四
百
八
十
文

高
柳
在
家

本
地
壱
貫
八
百
地

出
目
仁
百
地

本
銭
仁
百
廿
六
文

本
銭
三
百
八
十
文

本
代
六
十
文

と
る
り
、
荘
頭
は
学
頭
、
小
勧
進
と
並
ん
で
記
さ
れ
六
在
家
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
六
在
家
は
何
れ
も
荻
野
戸
に
位
置
を
占
め
、

今
在
家
の
屋
敷
に
は
榎
松
等
の
古
木
が
残
っ
て
い
る
か
ら
現
在
の
位
置
に
移
っ
て
か
ら
も
相
当
の
年
月
を
経
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
屋
敷
跡
に
は
万
年
堂
と
大
型
の
板
碑
等
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
石
燈
の
残
っ
て
い
る
所
も
あ
る
が
、
板
碑
も
石
塔
も

鎌
倉
時
代
を
下
ら
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

奥
山
在
家
の
万
年
堂
は
小
さ
い
も
の
で
太
く
な
い
松
木
が
植
え
ら
れ
て
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
屋
敷
に
祭
つ
で
あ
っ
た
祭
神
を
八
幡
神
社
境
内
に
集
め
た
折
に
植
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

伝
説
に
よ
る
と
六
在
家
は
慈
覚
大
師
の
お
と
も
し
て
来
て
こ
こ
に
住
み
つ
き
、
寺
に
奉
仕
し
て
き
た
と
い
い
、
江
戸
時
代
の
初
期
山
形

城
主
鳥
居
忠
政
の
検
地
に
反
対
し
て
山
寺
一
山
が
争
っ
た
際
奥
の
滝
に
寵
っ
た
院
主
を
六
人
で
連
れ
も
ど
し
た
と
い
い
、
年
一
回
は
寺
に

招
待
さ
れ
、
ま
た
在
家
方
で
も
和
尚
を
招
い
て
祭
典
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
日
は
七
色
の
野
菜
料
理
で
六
人
の
座
席
も
コ
字
型
に
定
つ

て
お
り
、
膳
運
ぶ
者
の
脚
を
さ
ら
っ
て
倒
せ
ば
米
作
が
良
い
と
喜
ん
で
い
る
と
い
う
。



何
時
の
頃
か
ら
か
本
郷
に
引
越
し
て
い
る
が
、
家
の
前
を
流
れ
る
清
流
を
使
用
し
て
開
国
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
を
見
る
と
、
山
寺
堰
沿
い
の
扇
伏
地
面
の
開
田
は
荻
野
戸
の
在
家
が
本
郷
に
移
動
す
る
以
前
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
@
。

本
地
と
出
目
を
合
せ
た
合
計
は
、
元
和
六
年
に
は
高
柳
在
家
と
奥
山
在
家
が
各
二
貫
文
、
今
在
家
は
一
貫
八
百
文
、
本
木
在
家
が
一
貫

百
文
、
と
が
せ
在
家
一
貫
七
百
文
、
石
堂
在
家
が
一
貫
七
百
四
十
文
で
、
一
貫
百
文
か
ら
二
貫
文
の
範
囲
で
あ
っ
た
が
、
寛
永
二
十
一
年
の

検
地
帳
@
に
よ
る
と
高
柳
田
在
家
は
一
町
六
反
六
畝
九
歩
、
高
六
石
八
斗
七
升
、
奥
山
在
家
は
二
町
九
反
八
畝
一
歩
、

一
一
石
二
斗
、
今

在
家
は
四
町
一
畝
一
六
歩
一
五
石
四
斗
、
本
木
石
家
二
町
二
反
二
畝
二
十
五
歩
、
八
石
四
斗
五
升
、
と
が
せ
在
家
一
町
六
反
二
ハ
歩
、
六
石

七
斗
、
石
堂
在
家
二
町
一
反
九
畝
七
歩
、
九
石
四
斗
五
升
で
名
子
を
一
、
二
軒
抱
え
て
も
営
農
可
能
な
面
積
一
で
あ
っ
た
。
祭
日
に
馳
走
役

を
す
る
の
は
在
家
衆
で
な
く
、
そ
の
下
の
十
二
軒
衆
が
交
代
で
や
っ
て
い
る
の
は
昔
か
ら
の
身
分
的
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

正
保
三
年
の
本
田
検
地
帳
@
に
よ
る
と
在
家
は
地
名
と
化
し
、
今
野
は
回
二
畝
八
歩
、
畑
ニ
町
九
反
六
畝
五
歩
と
な
り
、
そ
の
所
有
者

は
次
右
術
門
八
反
五
畝
二
一
歩
、
藤
左
術
門
五
反
八
歩
、
金
蔵
三
反
三
畝
二
五
歩
、
兵
部
三
反
四
畝
七
歩
、
弥
五
郎
二
反
五
畝
十
七
歩
、

大
学
二
反
六
畝
二
ニ
歩
、
弥
次
郎
二
畝
、
与
右
衛
門
二
反
一
畝
一
八
歩
、
藤
蔵
分
一
反
一
畝
二
歩
と
分
解
し
て
い
る
。

家

石
堂
在
家
も
二
反
八
畝
一
歩
の
固
と
一
町
九
反
四
畝
四
歩
の
畑
が
あ
っ
て
次
右
衛
門
外
七
名
の
者
が
分
割
所
持
し
、
富
樫
は
水
田
一
一
六

在

歩
、
畑
一
町
二
九
歩
が
十
一
人
に
分
割
さ
れ
、

一
反
三
畝
二
一
歩
の
田
と
四
反
二
畝
九
歩
あ
る
宮
田
も
孫
兵
衛
、
孫
三
、
与
吉
の
三
人
の

の

所
有
に
帰
し
て
い
る
。
即
ち
寛
永
時
代
に
は
ま
だ
在
家
主
の
名
で
ま
と
め
て
所
持
さ
れ
た
形
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
直
後
の
正

社

保
三
年
に
は
完
全
に
分
割
所
有
さ
れ
、
在
家
主
の
名
す
ら
消
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
な
お
何
等
か
の
神
を
祭
り
、
立
石
寺
に
奉
仕

寺

す
る
六
人
在
家
の
姿
が
消
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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宝
永
五
年
の
荻
の
戸
村
新
梓
帳
@
に
よ
る
と
今
野
の
二
町
二
反
二
十
八
歩
の
畑
と
六
歩
の
田
は
三
十
人
に
分
割
、
石
塔
の
田
四
畝
二
十
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九
歩
、
畑
三
反
二
畝
二
四
歩
は
十
五
名
の
所
有
地
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

元
和
六
年
の
立
石
寺
奉
行
本
間
作
左
衛
門
の
検
地
に
よ
る
と
@
、

一
如
法
堂
ノ
分
事
、
十
二
月
之
間
ひ
ぢ
り
二
人
ふ
ち
が
た
塩
、
味
噌
共
一
一
上
申
候

一
法
納
日
ト
申
ハ
ひ
ぢ
り
衆
十
二
月
之
間
如
法
経
書
申
候
て
経
堂
へ
納
申
候
間
二
て
一
分
申
候
、
ひ
ぢ
り
衆
と
り
申
候
。

一
油
田
ハ
一
一
一
月
之
間
あ
け
申
侯
。

一
香
田
ハ
一
二
月
之
聞
か
う
を
あ
け
申
候
。

一
ら
う
か
て
ん
ハ
如
法
堂
ら
う
か
、
ま
た
ざ
う
ゑ
な
き
と
き
ハ
法
納
お
こ
な
ひ
申
候
。
む
か
し
よ
り
き
し
ん
の
御
は
ん
候
。

但
ワ
た
は
ん
ほ
り
字
ニ
て
候
。

一
あ
み
だ
堂
僧
之
事
、
一
人
ま
で
に
本
田
千
束
か
り
ワ
た
り
回
四
五

O
か
り
つ
ミ
、
是
者
お
も
て
の
し
ゅ
と
申
候
や
く
の
事

(
中
略
)

一
み
こ
く
の
事
ハ
一
二
月
之
間
上
申
候
。
よ
こ
し
た
り
不
申
候
。

上
中
下
旬
之
間
一
月
付
て
三
斗
づ
L

な
か
と
こ
ゆ
き
一
間
づ
L

一
ま
つ
り
た
い
こ
、
ふ
え
か
く
人
之
事
ハ
、
二
五
日
の
か
く
人
な
り

一
学
頭
て
ん
ハ
論
議
の
御
ゃ
く
、
あ
ぢ
や
り
て
ん
は
み
つ
き
う
の
御
ゃ
く
、
か
く
と
う
て
ん
上
あ
ち
ゃ
り
、
下
あ
ち
ゃ
り
三
人
ゃ
く
営
頭
一
一
付
申
候
。

一
少
勧
進
ハ
筆
と
り
の
や
く
、
き
た
口
口
口
口
れ
ひ
か
う
の
さ
し
張
ん
ら
ベ
の
や
く
、
山
か
た
よ
り
の
ご
ま
こ
ん
ハ
ご
ま
の
御
ゃ
く
な
り

等
と
如
法
堂
の
経
費
や
日
々
の
油
や
呑
の
田
等
を
定
め
経
団
か
ら
は
写
経
し
て
い
る
聖
の
生
活
費
と
如
法
堂
の
経
費
等
を
一
一
一
ヶ
月
に
割

当
て
て
徴
収
す
る
制
度
に
な
っ
て
い
た
。
経
田
、
花
田
、
油
田
、
香
田
等
は
そ
れ
ぞ
れ
の
農
民
に
割
付
け
て
耕
作
し
て
い
た
こ
と
と
思
わ

れ
る
。

寺
社
領
経
営
の
実
態
が
も
う
少
し
明
ら
か
に
な
る
の
は
慈
恩
寺
で
あ
る
。
文
安
二
年
の
「
寺
司
所
領
之
日
記
知
行
之
処
」
@
に
よ
る
と



中

~， 

八
鍬
二
十
五
貫
之
所
定
如
是
也

次
に
ひ
や
田
是
は
日
仏
供
役
回
也
o

是
は
家
武
替
之
時
よ
り
相
違
申
ニ
就
み
の
わ
の
郷
ニ
か
わ
り
田
千
苅
是
年
貢
四
貫
文
之
所
也
、
次
-
一
八
鍬
之
内
弥

勤
の
田
屋
分
、
鹿
島
の
わ
ら
そ
ひ
五
百
苅
、
本
年
一
回
二
貫
五
百
丈
之
所
、
次
ハ
米
沢
ニ
上
葉
山
田
五
百
苅
、
本
年
貢
一
貫
五
百
丈
之
所
取
役
者
五
百

文
、
熊
野
之
役
二
千
苅
、
本
年
貢
八
貫
之
所
也
。
散
田
ハ
奥
山
在
家
次
一
一
十
王
国
二
百
苅
、
役
者
二
百
文
出
候
。

大
沼
越
前
殿
四
百
苅
、
本
年
貢
ハ
四
百
文

小
泉
殿
葉
山
田
五
百
苅
、
五
百
丈
お
い
酒
之
役
也
、
九
万
百
五
丈
お
い
さ
げ
の
役
也
。
次
か
け
券
ろ
国
三
百
苅
一
二
十
未
廿
丈
さ
か
で
六
十
五
文
づ
L
各

へ
十
六
け
ん
よ
り
年
貢
取
申
侯

次
大
屋
け
よ
り
預
年
貢
人
わ
し
ら
之
分

百
五
十
文
大
沼
在
家

二

百

文

さ

ね

き

在

家

百
五
十
文
き
し
ら
う
在
家

百
五
十
文
刑
部
左
衛
門
よ
な
さ
わ

二

百

文

奥

山

さ

い

け

二

百

文

き

む

ら

さ

い

け

二

百

文

ふ

た

口

さ

い

け

百
五
十
文
せ
き
口
さ
い
け

百
五
十
文
道
方
さ
い
け

二

百

文

に

ち

お

ん

さ

い

け

百
五
十
文
大
夫
さ
い
け

文
安
二
年
乙
丑
十
二
月
廿
日

と
八
鍬
部
落
に
十
の
在
家
と
よ
な
ぎ
わ
に
刑
部
左
衛
門
の
預
地
が
あ
っ
た
。

在の社寺

寛
永
十
三
年
九
月
三
日
代
官
所
に
差
出
し
た
「
弥
勤
分
之
囲
内
鎮
守
十
四
体
之
在
家
永
代
地
、
前
々
よ
り
持
来
候
も
の
'
一
と
記
さ
れ
た

33 

願
上
状
に
よ
る
と
、

八
鍬
に
は
十
四
軒
の
在
家
が
あ
っ
て
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此
納
り
竹

一
永
楽
七
貫
七
百
九
十
六
文
ハ
正
月
五
日
ニ
炭
代
、
四
月
八
日
ノ
御
神
事
ノ
時
鍬
代

春
役
、
五
月
五
日
節
句
の
酒
手
、
六
月
二
日
酒
手
と
う
ち
の
布
施
菓
子
の
代
て
い

と
う
舞
ノ
代
、
鹿
島
大
夫
花
立
ノ
代
共
ニ
此
如

一
米
百
八
拾
九
俵
三
斗
壱
升
八
合
、
日
疋
ハ
四
月
八
日
次
/
賄
春
役
秋
役
花
米
藤
兵
エ

別
当
座
さ
た
さ
す
ノ
御
祈
今
写
ι
賄
鹿
嶋
祭
り
、
薬
師
祭
り
、
地
蔵
祭
、
稲
荷
祭

堰
は
ら
へ
酒
共
-
一
如
此
、

餅
廿
八
枚
之
御
鏡
正
月
五
日
ニ
座
行
事
へ
十
四
人
ノ
在
家
持
参
申
候

ニ
ハ
百
三
十
枚
座
さ
た
さ
り
之
御
祈
念
之
時
納

一
六
百
廿
参
枚
ハ
祭
之
時
遺
申
候
内
六
十
六
枚
座
行
事
寺
司
へ
納
ル

一
稲
七
百
八
拾
壱
束
五
把
、
是
ハ
科
ノ
稲
早
稲
初
尾
座
行
事
禅
定
院
、
梅
本
坊
へ
紡

一
薪
七
拾
束
大
師
講
本
座
行
事
へ
納

一
一
新
十
四
束
四
月
八
日
ニ
納

一
味
噌
三
斗
弐
升
四
月
八
日
ニ
納

一
塩
二
斗
八
升
御
神
事
ノ
時
又
祭
ノ
入
用

一
漬
蕪
十
九
盃
四
月
八
日
ニ
納

一
浩
一
荏
拾
弐
盃
十
月
八
日
ニ
約

一
独
活
廿
把
同
時
納

一
和
布
五
拾
抱

一
春
大
角
豆
士
宮
斗
同
時
納

一
く
る
み
十
弐
同
時
納

一
た
れ
味
噌
は
ん
で
倖
壱
つ
同
詩
術

一
の
り
士
宮
帖
同
時
納

一
茶
壱
包
岡
崎
納
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一
干
葉
壱
達
同
時
純

一
敗
燭
一
二
同
時
納

一
豆
腐
三
帖
座
さ
た
さ
す
街
祈
念
之
時
紘

一
手
桶
壱
つ
同
時
納

一
大
紋
壱
駄
同
時
納

一
小
豆
士
宮
斗
五
升
約

一
塩
之
魚
十
五
本
七
月
十
戸
鹿
島
祭
ノ
時
約

一
日
比
布
五
絵
本
納

一
た
す
び
一
一
了
一
ヤ
約

一
瓜
三
十
同
時
納
、
蕪
百
一
一
一

T
純

一
一
行
壱
連
同
時
約

一
一
餅
壱
束
同
時
約

一
蕪
百
三
十
納

一
紙
百
枚
九
月
九
日
'
鹿
島
奈
/
幣
ニ

一
へ
き
百
枚
同
時
納

一
御
座
壱
枚
同
時
納

一
大
豆
三
斗
一
二
升
八
合
ひ
き
大
豆
五
升
ニ
致
し

一
鮭
五
本
祭
ノ
時
朝
晩
ニ
納

一
泊
荏
士
宮
俵
壱
斗
又
水
池
拾
八
盃
半
慈
思
守
土
一
リ
司
ニ
納
、
但
弥
勅
御
前
之
灯
明
ニ
納

也
、
右
色
々
如
此
約
申
事

と
鹿
島
明
神
の
神
事
に
使
用
す
る
物
品
や
寺
で
必
要
と
す
る
物
資
を
物
納
さ
せ

て
い
た
。
慶
長
十
六
年
の

「
弥
勤
在
家
田
畑
明
細
坂
野
紀
伊
守
領
検
地
帳
@
」
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に
よ
る
と
、弥

勃
在
家
永
代

ニロ一
千
仁
百
苅

合
百
九
拾
五
文
本

合
図
升
五
合
本

弐
拾
俵
五
升
出
自

二
口一

千
三
百
八
拾
か
り

合
百
九
拾
五
文
本

合
四
升
五
合

廿
七
俵
ノ
出
目

佐
藤
次
郎
兵
衛

八
拾
三
文
秋
役
拾
五
文
け
、
ぞ
う

廿
五
文
春
役
廿
五
文
五
人
ノ
公
仕

廿
五
文
代
ノ
銭
仁
升
つ
き
あ
て
、
拾
文
茶
子
ノ
銭
、
仁
升
御
鏡
弐
枚
、
五
文
炭
ノ
銭
、
五
合
わ
せ
は
つ
う
壱
束
三
把

七
文
節
供
ノ
酒
出
以
上

同

工
藤
番
内

八
拾
三
文
秋
役
七
文
節
供
ノ
酒
出

廿
五
文
春
役
廿
五
文
五
人
公
仕

拾
文
茶
子
銭
仁
升
つ
き
あ
て

五
文
炭
銭
仁
升
御
鏡
二
枚

廿
五
文
代
ノ
銭
五
合
わ
せ
ば
つ
う
壱
束
三
把

拾

五

文

け

ざ

う

以

上

の
よ
う
に
二
口
在
家
は
地
名
二
口
と
な
り
、
そ
の
田
地
は
千
二
百
苅
の
佐
藤
次
郎
兵
衛
と
千
三
百
八
十
苅
の
工
藤
番
内
と
に
別
れ
、
そ
の

跡
を
相
続
し
て
い
た
佐
藤
や
工
藤
は
五
人
の
公
仕
、
御
鏡
二
枚
等
を
提
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
木
村
屋
敷
と
あ
る
の
は
木
村
在
家
の
跡

で
あ
る
ら
し
く
、
五
百
十
本
苅
が
田
中
文
七
郎
、
二
百
七
十
苅
は
田
中
雅
楽
助
、
木
村
左
京
が
相
続
し
、
前
者
は
十
五
文
三
人
、
中
者
は
十

文
二
人
の
公
仕
、
後
者
は
廿
五
文
五
人
の
公
仕
と
し
て
寺
に
奉
仕
し
て
い
る
。
八
ム
仕
を
勤
め
て
い
る
者
が
外
に
か
う
や
を
所
持
す
る
佐
藤

左
衛
門
太
郎
、
木
村
刑
部
、
馬
坂
を
所
持
す
る
大
沼
九
郎
、
同
兵
庫
、
下
関
の
守
屋
彦
兵
衛
、
高
子
孫
兵
衛
、

お
ん
か
み
の
末
の
木
村
孫
太



郎
、
北
山
半
在
家
の
工
藤
五
郎
左
衛
門
、
が
け
の
下
半
在
家
の
大
沼
衛
門
五
郎
の
十
四
軒
が
あ
る
。
何
れ
も
在
家
役
を
つ
と
め
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
が
、

に
ち
お
ん
在
家
は
に
ち
お
ん
の
名
で
六
百
六
十
束
を
工
藤
蕃
内
、

八
百
苅
を
山
崎
外
記
が
、
九
十
苅
が
後
守
左
衛
門
二
郎

が
分
割
所
持
し
、
在
家
役
は
工
藤
番
内
が
引
継
い
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
大
沼
在
家
は
九
郎
と
兵
庫
の
二
名
が
分
割
所
持
す
る
馬
坂
二
二

五
O
苅
と
一
七
二

O
苅
の
田
地
が
そ
の
跡
で
な
か
ろ
う
か
。
関
口
在
家
は
百
束
苅
守
屋
彦
兵
衛
四
十
苅
の
み
で
あ
る
か
ら
或
は
下
関
と
な

っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
下
関
に
は
六
百
苅
の
守
屋
彦
兵
衛
と
四
五

O
苅
の
高
子
孫
兵
衛
が
在
家
役
を
奉
仕
し
て
い
る
。
下
関
祭
地

と
呼
ば
れ
』
ゐ
四
六

O
苅
の
田
地
は
関
口
の
祭
神
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
木
村
孫
二
郎
の
所
持
す
る
米
沢
在
家
二
百
五
十
苅
と
百
五

十
苅
、
大
沼
孫
兵
衛
の
四
十
苅
の
田
地
は
刑
部
左
衛
門
米
沢
と
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
外
七
百
苅
水
戸
辺
石
京
、
百
十
苅
大
招
若
狭
と

あ
る
と
う
ふ
う
在
家
は
水
戸
辺
が
在
家
役
を
勤
め
て
い
な
い
の
で
ど
の
在
家
の
跡
か
明
ら
か
で
な
い
。

鹿
島
明
神
を
祭
る
鹿
島
太
夫
は
下
関
さ
ま
さ
ち
て
ん
七
百
五
拾
苅
、
十
五
俵
の
出
目
と
馬
、

の
上
か
し
ま
と
う
て
ん
四
百
五
拾
苅
、
合

与宇T'"、
拾
八
俵
九
升
四
合
本
、
五
俵
六
合
の
出
目
を
所
持
し

拾
弐
俵
米
壱
俵
三
升
油
拾
五
文
か
く
ま
品
川
束

四
升
塩
米
ニ
つ
も
っ
て
弐
升
酒
米

六
升
み
そ
米
ニ
積
て
三
文
と
う
ふ
三
て
う

三
文
た
て
つ
け
桶
廿
文
茶
子
銭

三
升
な
っ
と
う
米
ニ
積
て
廿
文
酒
出

七

文

大

根

七

束

百

文

ゃ

く

五

文

な

二

駄

壱

文

抹

香

弐

升

拾
五
文
薪
五
束
壱
文
と
う
し
ん
壱
把

拾
文
は
し
千
五
百
繕
弐
文
う
ち
大
豆
五
盃

七
日
ノ
間
蓋
座
の
ま
つ
り
以
上

在の社ニF
TJ' 37 
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を
つ
と
め
て
い
た
が
公
仕
は
な
く
御
鏡
も
出
し
て
な
か
っ
た
。
後
世
衆
徒
と
並
ぶ
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
も
在
家

と
は
異
っ
た
待
遇
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
外
鹿
島
別
当
の
名
で
馬
ノ
坂
、
北
原
、
十
二
柳
、
村
ノ
西
、
白
四
戸
沢
、
河
原
、
水

し
り
、
等
で
一
七
八

O
苅
の
田
地
を
所
持
し
こ
の
検
地
帳
に
お
け
る
最
高
の
団
地
持
と
な
っ
て
い
た
。

八
鍬
村
の
蔵
入
二
一
八
七
俵
一
升
九
合
の
内
実
に
八
三
九
俵
五
升
二
合
が
出
目
で
あ
っ
た
。
寺
の
検
地
が
厳
格
で
あ
っ
た
故
も
あ
ろ
う

が
、
何
れ
に
し
て
も
最
初
の
検
地
は
間
延
び
が
大
き
か
っ
た
と
見
え
、
名
請
百
姓
の
数
が
頗
る
多
く
、
百
数
十
人
に
達
し
て
い
る
。
百
苅

以
下
一
九
人
、
百
苅
l
三
百
苅
一

O
六
、
四
百
l
六
百
苅
四
九
、
七
百
l
千
苅
二
一
、
千
苅
以
上
一
九
人
と
な
り
、
高
の
多
い
者
は
公
仕

は
な
い
が
、
春
役
、
秋
役
、
雑
物
等
の
納
入
の
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
は
ん
に
や
坊
の
如
く
六
五
苅
の
小
高
で
も
役
田
を
所
持
し
て

い
た
者
も
あ
る
が
、
是
等
は
何
等
か
の
因
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

慈
恩
寺
領
⑨
は
元
和
八
年
三
院
外
四
十
余
衆
従
の
祈
念
燈
明
料
と
し
て
三
千
百
八
十
二
石
五
斗
四
升
、
千
五
百
九
十
一
石
二
斗
七
升
の

寺
領
が
与
え
ら
れ
、
内
三
百
石
は
正
月
元
日
よ
り
九
日
迄
の
御
祈
念
燈
明
料
、
百
五
十
石
は
御
影
供
田
、

五
百
石
は
四
月
八
日
御
祈
念
井

舞
童
楽
者
、
百
石
鎌
倉
之
為
御
祈
念
、
五
十
一
石
一
年
舎
利
会
御
祈
念
、
二
一
百
六
十
九
石
七
斗
六
合
燈
明
お
ろ
し
、

四
十
一
石
一
斗
七
升

之
大
師
講
、
三
十
石
二
斗
九
升
四
合
居
屋
敷
分
で
、
内
千
五
百
五
十
六
石
八
斗
八
升
三
合
、
七
十
一
町
五
反
五
百
五
畝
八
歩
は
八
鍬
村
の

内
、
六
百
五
石
八
斗
六
升
七
合
、
三
十
三
町
五
反
七
畝
十
六
歩
は
石
持
、
石
川
村
、
九
十
七
石
三
斗
五
升
、
二
町
六
反
七
畝
は
島
村
、
高

谷
村
、
三
十
石
五
斗
六
升
一
町
九
反
二
畝
十
五
歩
吉
川
村
、
三
十
石
四
斗
四
升
二
町
五
畝
小
金
村
六
石
五
斗
四
反
歩
田
ノ
沢
村
、

八
石
六

斗
五
升
五
反
九
故
大
谷
村
、
三
十
石
四
斗
八
升
二
町
二
反
二
畝
歩
は
荻
袋
、

一
之
沢
、
北
山
の
各
村
、

一
石
七
斗
一
反
一
一
畝
は
顔
吉
村
、

二
百
四
十
五
石
五
升
二
合
二
十
二
町
六
歩
箕
輪
村
、
二
百
八
十
三
石
九
斗
二
升
二
文
、
三
十
四
町
一
反
九
畝
醍
醐
村
と
実
に
十
六
ケ
村
に

わ
た
る
領
地
を
所
持
し
て
い
た
。



っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

み
白
わ

箕
輪
の
郷
は
醍
醐
の
郷
と
共
に
寺
領
で
あ
っ
た
が
、
記
録
で
は
応
永
十
年
渡
辺
の
藤
五
郎
在
家
を
大
国
坊
が
購
入
し
た
と
い
う
の
が
残

|川野勘四郎
蔵1 iJ11野嘉作

1 L三瓶与 作

1 (三瓶金五郎
士 IJ三瓶七兵衛
口 1i松田藤吉

l菅善太郎

[草苅勘之丞
権問郎Ij同小太 郎

I L松田寅吉

士 if草苅仁兵衛
1=11 l草苅重松

神|旧 8月 8[3 I佐藤権右ユ門I{富樫藤五郎

1 r阿部甚六郎
高城在家|地蔵尊|旧 3月24日i阿部隼人1 j佐藤幸次郎

I L佐藤幸 吉

9月3日l佐際金吉 1 {猪倉円次郎

9月3日|伊藤帯刀I{富樫藤兵衛

8月8日|伊藤太郎右エ門|

詩文分当

金

佐

}]Ij 

野

野

:5{ 

互三三盟主!l竺出一i叶 11日8月 8ElIJII 

次郎在家|諏訪明神|旧 7月27日IJlI

在のL
L
 

i
 

寺39 

佐藤春吉

佐藤巳之吉1
佐藤孝一|

1主

壁

神子在家|折居権現|旧 8月8日i佐

草午初I r-~tE*1稲荷明神ト野在家

西野在家1天

明

神

神
野

二

神

熊

十

反野在家

岡野在家

北野在家

箕
輪
村
折
居
権
現
の
別
当
が
両
年
に
わ
た
っ
て
祭
礼
を
怠
っ
た
の

で
、
永
禄
五
年
祭
把
田
二
百
東
苅
を
白
岩
奉
行
小
野
田
内
匠
頭
、
多
国

玄
蕃
に
取
上
げ
て
箕
輪
村
在
家
衆
に
交
付
さ
れ
た
記
録
が
あ
り
、
こ
の

二
百
苅
は
寒
河
江
地
頭
大
江
家
か
ら
慈
恩
寺
の
折
居
権
現
に
対
し
て
免

家
の
形
で
附
与
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
在
家
の
共
同
で
耕
し
、
そ

の
祭
礼
を
続
け
さ
せ
る
目
的
で
交
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
箕
輪
は

慈
恩
寺
の
あ
る
醍
醐
の
郷
に
続
く
山
麓
の
集
落
で
約
三
十
戸
か
ら
な

り
、
二
四
五
石
の
御
朱
印
地
で
あ
っ
た
。
慶
長
十
六
年
の
箕
輪
村
持
僧

分
田
地
之
帳
に
よ
る
と
一
二
、
二
二
五
苅
で
内
一
、
九
八

O
束
苅
は
在

家
よ
り
寺
中
江
抜
作
田
と
し
て
渡
っ
て
お
り
、
在
家
地
は
七
、

七
九
七

束
苅
で
あ
っ
た
。
田
二
五
町
五
反
、
畑
九
反
、

一
戸
平
均
八
反
余
の
耕

地
の
少
い
集
落
で
あ
る
が
、
古
く
は
慈
思
寺
の
在
家
八
軒
と
一
軒
の
半

在
家
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宝
暦
三
一
年
の
箕
輪
村
代
官
富
樫

藤
兵
衛
の
書
上
げ
に
よ
る
と
表
の
通
り
の
構
成
で
、
川
野
在
家
、
次
郎

う

ら

の

た

か

じ

ゅ

う

そ

λ

け
ま
ち

在
家
、
神
子
在
家
、
ト
野
在
家
、
西
野
在
家
、
高
城
在
家
、
反
町
在
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家
、
岡
野
士
二
、
北
野
在
家
よ
り
成
る
も
の
で
あ
っ
た
。

川
野
姓
を
名
乗
る
家
の
本
家
は
二
軒
で
共
に
別
当
と
な
っ
て
い
る
が
、
次
郎
在
家
は
川
野
在
家
の
血
縁
分
解
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
c

神
子
は
職
務
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
慶
長
十
三
年
の
箕
輪
村
持
僧
分
団
地
之
帳
に
よ
る
と
、

1〆1949文地39俵 3合 5勺

50文地l
ト160文地

110文地j

「喜兵衛
太郎在家{

l五兵衛

と
な
っ
て
い
た
c

分F
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h
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川野在家{六兵衛

l梅本坊
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15文地j

100文地1
ト155文地

35文地j

20文地

50文地

30文地

50ヌ地ド28文 5分

15文地

95文地

33文 5分

70文地1
20文地1192文地

102文地)

f太五右エ円

高所在家{三九日r;

L七兵衛

100文地)

d球(2蚊 5分
105文地j

助
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院
衛

次
蔵
右

丘
(
左
中
主
(

，I
t
-
-『
J

、mi
l
i
-
-
、

家在町そ

112文地1
65文地1194文

117文地j

衛

門
宅

街

衛

f
/

右
丘
(

多
丘
ハ
五

r
'
I
l
i
J
、11
S
E
E
E
、

家在の賀お

118文 5分

50文地

[妄;右エ門
村i子在家f

l新兵衛

「仁兵衛
桝居在家{

l兵右エ門

{次郎右エ門

|孫右衛門

|太五右エ門

商ノ在家i庄兵衛

l五右エ門

l五兵衛

¥花蔵院

利兵衛

吉兵衛

北ノ在家

久保在家

一
部
の
団
地
は
梅
本
坊
の
外
学
頭
花
蔵
院
、
宝
蔵
院
の
所
有
地
と
な
っ
て
い
た
。
何
れ
も
高
持
の
寺
で
あ
っ
た
か
ら
地

主
と
し
て
所
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
在
家
よ
り
寺
中
江
抜
作
の
田
地
は
四
六

O
束
苅
観
乗
坊
、
二
七

O
束
苅
藤
本
坊
、
百
束
苅
延
命

坊
、
五
百
束
苅
光
重
院
、
そ
れ
に
笛
田
五
百
束
苅
、
筆
代
田
一
五

O
束
苅
と
な
っ
て
い
る
つ
久
保
在
家
と
桝
居
在
家
が
多
か
っ
た
わ
け
で

あ
る
が
、
太
郎
在
家
は
後
世
の
次
郎
在
家
で
あ
ろ
う
c

分
家
と
称
す
る
者
は
別
当
の
鎮
守
神
を
祭
る
一
類
で
あ
る
が
、
姓
が
異
な
っ
て
い
る



(
折
)

の
が
'
弘
め
る
の
を
見
る
と
血
縁
関
係
と
は
限
っ
て
い
な
い
ら
し
い
。
文
政
二
年
三
月
下
居
権
現
出
入
書
覚
帳
に
よ
る
と
「
下
居
権
現
之
儀
は
惣

村
鎮
守
に
而
村
方
鎮
護
に
て
候
」
と
あ
る
c

八
鍬
村
の
呑
島
明
神
の
如
き
関
係
に
あ
っ
た
ら
し
い
。

「
箕
輪
村
折
居
権
現
ハ
其
昔
只
鎮
守
堂
と
申

候
。
社
の
仏
神
ハ
末
社
ニ
而
村
中
者
惣
鎮
守
御
本
尊
と
仰
村
中
与
荷
を
以
御
堂
の
修
覆
仕
侯
処
、

応
永
年
中
御
不
慮
の
儀
有
之
御
内
陣
よ
り
御
神
輿
を
御

遷
座
被
下
置
四
年
之
間
御
崇
敬
御
番
仕
候
」
と
の
記
録
も
あ
り
、

神
子
在
家
が
掃
そ
う
じ
、

雪
下
し
等
を
つ
と
め
て
来
た
の
で
、

俗
体
な
が

ら
慈
恩
寺
内
陣
の
拝
礼
を
許
さ
れ
、
法
会
の
後
に
は
賄
を
頂
戴
す
る
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。

応
永
年
中
か
ら
若
干
の
山
畑
屋
敷
を
無
年
貢
地
と
し
、
堂
守
と
し
て
神
子
在
家
と
杉
本
坊
が
半
数
づ
っ
勤
め
て
き
た
。
享
保
五
年
の
箕
輪

村
総
鎮
守
下
居
権
現
祭
並
堰
祭
定
書
に
よ
る
と
、
祭
礼
に
は
八
軒
半
の
在
家
の
者
が
参
加
し
て
直
会
す
る
こ
と
、
他
村
よ
り
在
家
地
に
引

越
し
た
る
者
は
半
入
祝
儀
と
し
て
二
酒
一
斗
を
出
す
こ
と
、
在
家
株
を
譲
受
け
て
村
に
入
る
時
は
堂
社
修
覆
科
と
し
て
金
子
壱
両
を
納
め

る
こ
と
、
毎
年
堰
は
ら
い
普
譜
を
怠
ら
な
い
こ
と
c
若
し
そ
れ
を
お
こ
た
る
者
は
座
に
加
わ
る
こ
と
が
出
来
な
い
事
等
を
規
定
し
て
い
る
。

にと'
J舎内L

慈
思
寺
関
係
の
記
録
に
は
@

延
文
二
年
上
田
村
在
家

応
仁
二
年
白
岩
熱
塩
郷
之
内
滝
在
家
年
貢
五
貫
文

延
徳
二
年
太
郎
半
在
家

在

等
が
見
え
る
か
ら
寺
領
の
縮
小
で
後
世
に
は
関
係
を
失
う
の
で
あ
ろ
う
、
葉
山
々
中
の
山
村
幸
生
に
は
十
六
在
家
が
あ
っ
て
、
永
禄
の
年

の

号
を
記
し
た
記
録
も
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
方
は
葉
山
大
円
院
の
在
家
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
o

L

わ

す

み

よ

う

米
沢
盆
地
の
成
嶋
部
落
に
は
正
月
在
家
か
ら
十
二
月
に
及
ぶ
二
一
の
在
家
名
と
潤
月
に
当
る
壬
生
在
家
が
あ
る
。
こ
の
神
社
に
は
正
安

社寺

二
年
ご
一
ニ

O
O
)
以
来
の
地
頭
長
井
家
の
納
め
た
棟
札
四
六
枚
を
所
持
し
て
い
る
古
社
で
あ
る
が
、
神
社
は
天
正
十
八
年
岩
出
山
に
移

41 

さ
れ
、
更
に
仙
台
大
崎
に
移
さ
れ
、
門
前
の
矢
子
町
、
石
切
町
も
仙
台
に
移
っ
て
い
る
。
従
っ
て
神
社
と
結
び
つ
い
て
い
た
十
三
在
家
も
原
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口
図

工也

回
、
神
寺
町

圏

在

来

大字成島字切図に見える在家

型
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
社
家

戸
内
家
の
附
近
の
四
月
在
家
、

八
月
在
家
等
は
地
名
と
し
て
も

失
わ
れ
、
高
山
壊
、
小
山
田
堰

の
分
岐
点
を
占
め
る
三
月
在
家

だ
け
が
在
家
主
鈴
木
覚
平
家
を

中
心
と
し
た
小
村
を
形
成
し
て

い
る
。
宮
田
、
御
獄
堂
、
弥
陀

田
寺
林
、
堂
田
、

ヤ
ブ
サ
メ
等
一

の
地
名
は
何
れ
も
神
社
に
関
係

し
て
い
た
地
名
で
あ
る
。
鈴
木

覚
平
家
は
千
坪
屋
敷
に
住
み

米
内
外
の
土
塁
を
め
ぐ
ら
し
、

附
属
国
地
を
加
え
る
と
二
町
九

反
五

r、
程
を
所
持
し
在
家
主
ら

し
い
姿
を
留
め
て
い
る
。
明
治

二
十
一
年
の
切
絵
図
に
よ
る
と



正
月
在
家
は
一
町
八
反
一
畝
十
七
歩
、
二
月
在
家
一
町
四
反
九
畝
二
十
九
歩
、
三
月
在
家
二
町
九
反
五
畝
二
歩
、
四
月
在
家
一
町
七
反
七

畝
九
歩
、

五
月
在
家
一
町
一
反
七
畝
二
十
五
歩
、
六
月
在
家
一
町
八
反
九
畝
十
三
歩
、
七
月
在
家
二
町
一
反
三
畝
四
歩
、
八
月
在
家
一
町

六
反
七
畝
十
六
歩
、
九
月
在
家
二
町
二
十
九
歩
、
十
月
在
家
一
町
七
反
四
畝
一
歩
、
十
一
月
在
家
一
町
七
反
六
歩
、
十
二
月
在
家
五
町
六

畝
十
六
歩
、
内
六
月
と
十
二
月
は
八
反
歩
の
原
野
を
含
む
田
地
で
あ
っ
た
。
何
れ
も
中
世
に
は
一

l
二
町
歩
を
耕
す
在
家
主
が
あ
っ
て
神

社
に
奉
仕
し
て
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
三
月
在
家
の
大
灯
提
を
持
っ
て
祭
礼
に
参
加
す
る
程
度
で
神
社
と
の
関
係
は
失
わ
れ
て
い
る
。

山
形
盆
地
の
柏
倉
八
幡
に
一
月
田
か
ら
十
二
月
固
ま
で
各
五
反
歩
程
づ
つ
の
田
が
残
っ
て
い
た
の
と
同
様
神
田
が
あ
っ
て
各
月
に
そ
れ
ぞ

れ
の
在
家
加
役
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

安
久
津
八
幡
の
大
永
八
年
(
一
五
二
八
)
の

千
文
市
川
在
家
、

百
文
中
の
目
在

「
例
祭
物
取
収
並
に
支
払
」

な
る
記
録
に
よ
る
と
、

家
、
二
四

O
文
和
泉
在
家
、

四
百
文
柏
木
目
在
家
、

一
O
O文
中
里
在
家
、
四
百
文
泉
岡
在
家
、

八
十
文
日
渡
在
家
、
六
十
文
成
塚
在
家

八
十
文
、
清
水
調
在
家
、
同
世
市
九
郎
右
衛
門
在
家
、
=
三
文
鉢
在
家
、
十
文
窪
在
家
等
の
各
在
家
と
田
制
下
総
股
・
勘
由
匠
敵
、
井
上

筑
後
殿
、
浜
田
常
陸
般
、
横
尾
平
右
衛
門
殿
、
浜
田
筑
後
段
、
修
理
惣
殿
、
丹
波
般
、
伊
勢
殿
、
筑
前
殿
、
大
炊
殿
等
の
外
八
郎
左
衛
門

ヨt

の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
般
名
で
呼
ば
れ
る
の
は
名
主
的
武
家
で
在
家
名
の
者
が
神
社
に
所
属
す
る
在
家
主
で
あ
っ
た
と
思
う
o

三
七
九

在

六
文
を
分
担
納
入
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

の?土

注

寺

山
形
県
郷
土
研
究
会

山
形
県
庁

東
北
文
化
研
究
室
紀
要

八九

豊
田
式
、
加
藤
優
「
晴
宗
公
采
地

下
賜
設
一
と
そ
の
考
察

@① 

拙
稿
山
形
県
地
名
'
京

長
井
政
太
郎
検
地
接
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東
村
山
郡
史

長
井
政
太
郎
工
藤
定
雄

長
井
所
蔵
筆
写
本

単
一
国
田
慶
恩
中
世
在
家
の
崩
壊
に
つ
い
て

慈
恩
寺
華
蔵
院
所
蔵
記
録

山
形
大
学
附
属
郷
土
博
物
館
所
蔵

西
村
山
郡
史

在
家
と
村
落

山
形
大
学
紀
要

第
三
巻
第
四
号

歴
史

第
二
二
号




